
映
画

種
類 第

二

千

三

百

六

十

六

号

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

ト
ガ
ニ
幼
き
瞳
の
告
発
(原
題
)
SILEN

C
ED

新
婚
妻
の
性
欲
求
め
る
白
い
肌

巨
乳
露
出
た
わ
わ
搾
り

主
婦
(秘
)
不
倫
後
ろ
か
ら
出
し
て

奴
隷
弁
護
士
乱
れ
た
エ
ロ
ス
ジ

題
名

等

(

金
曜
日)

CJ
Entertainm

ent
Japan

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

五
一
五
ペ
ー
ジ

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

五
一
六

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

五
一
七

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

五
一
七

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
一
八

○
保
安
林
の
指
定

(

下
呂
農
林
事
務
所)

五
一
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
一
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

五
一
九

○
基
本
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
二
〇

○
公
共
測
量
の
実
施

(

同

)
五
二
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)
五
二
一

道
路
公
社
公
告

○
岐
阜
県
道
路
公
社
の
解
散

(

道
路
建
設
課)

五
二
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
24年
７
月
27日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

平成24年７月27日 岐 阜 県 公 報 第２３６６号( 515 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日



岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅

介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２３６６号 岐 阜 県 公 報 平成24年７月27日 ( 516 )

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

合
同
会
社
プ
ラ
ン
プ
ラ
ン

安
八
郡
安
八
町
大
森
折
口

二
七
七

訪
問
介
護

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

安
八
郡
安
八
町
大
森
折
口

二
七
七

平
成
二
四
・

三
・

一

合
同
会
社
プ
ラ
ン
プ
ラ
ン

安
八
郡
安
八
町
大
森
折
口

二
七
七

介
護
予
防

訪
問
介
護

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

安
八
郡
安
八
町
大
森
折
口

二
七
七

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
船
附
字
大

割
田
一
四
二
一

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
船
附
字
大

割
田
一
四
二
一

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
船
附
字
大

割
田
一
四
二
一

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
船
附
字
大

割
田
一
四
二
一

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
船
附
字
大

割
田
一
四
二
一

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
船
附
字
大

割
田
一
四
二
一

同

野
原
電
研
株
式
会
社

大
垣
市
内
原
一
―
七
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
・
柚
子
養
老

養
老
郡
養
老
町
大
場
四
二

三

同

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
み
た
け
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
三
五

八
―
一

同

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

通
所
介
護

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
ん
し
ん
み
た
け

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
三
五

八
―
一

平
成
二
四
・

四
・

一



岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
名

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成24年７月27日 岐 阜 県 公 報 第２３６６号( 517 )

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
ん
し
ん
み
た
け

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
三
五

八
―
一

同

医

療

法

人

聡

仁

会

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

―
四
七

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
か

い

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

―
四
五

平
成
二
四
・

三
・

一

医

療

法

人

聡

仁

会

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

―
四
七

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
さ
か

い

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

―
四
五

同

株

式

会

社

三

晃

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
五

―
二
―
二
八

居
宅
療
養

管
理
指
導

グ

ッ

ド

調

剤

薬

局

羽
島
市
小
熊
町
島
二
―
一

二
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ
ザ
岐

阜
羽
島

平
成
二
四
・

三
・
一
三

株

式

会

社

三

晃

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
五

―
二
―
二
八

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

グ

ッ

ド

調

剤

薬

局

羽
島
市
小
熊
町
島
二
―
一

二
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ
ザ
岐

阜
羽
島

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

廃

止

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
吉
城
福
祉
会

飛�
市
古
川
町
若
宮
二
―

一
―
六
〇

福
祉
用
具

貸
与

吉
城
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

飛�
市
古
川
町
若
宮
二
―

一
―
六
〇

平
成
二
四
・

三
・
三
一

社
会
福
祉
法
人
吉
城
福
祉
会

飛�
市
古
川
町
若
宮
二
―

一
―
六
〇

介
護
予
防

福
祉
用
具

吉
城
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

飛�
市
古
川
町
若
宮
二
―

一
―
六
〇

同



県
道

道
路
の
種
類

白

鳥

板

取
線

路
線
名

郡
上
市
大
和
町
万
場
字
上
田

二
八
二
五
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
北
部

区

間

Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

備

考

二
九
〇
四
番
二
地
先
ま
で

後
Ｂ��･�〜��･����･�
う
。

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
蛇
之
尾
字
棚
山
一
〇
七
一
の
二
〇
、
字
中
根
山
一
〇
七
四
か
ら
一
〇
七
六
ま
で
、
一
〇
七

八
か
ら
一
〇
八
〇
ま
で
、
一
〇
八
七
か
ら
一
〇
九
四
ま
で
、
一
〇
九
六
、
字
中
之
山
一
一
〇
〇
の
一
、

一
一
〇
〇
の
五
か
ら
一
一
〇
〇
の
一
九
ま
で
、
一
一
〇
〇
の
二
一
か
ら
一
一
〇
〇
の
二
七
ま
で
、
一
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

変

更

年

月

日

医

療

法

人

悠

信

会

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

五
―
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

新

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

ラ
ポ
ー
ル

旧

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ラ
ポ
ー
ル

揖
斐
郡
大
野
町
大
野
九
二

四
―
一

平
成
二
四
・

二
・

一

医

療

法

人

聡

仁

会

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

丁
目
四
七
番
地

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
か

い

新

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢

町
一
丁
目
四
五
番
地

旧

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢

町
一
丁
目
四
七
番
地

平
成
二
四
・

三
・

一

医

療

法

人

聡

仁

会

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

丁
目
四
七
番
地

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
さ
か

い

新

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢

町
一
丁
目
四
五
番
地

旧

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢

町
一
丁
目
四
七
番
地

同



一
〇
〇
の
二
九
、
一
一
〇
〇
の
三
〇
、
一
一
〇
〇
の
三
五
、
一
一
〇
〇
の
三
六
、
一
一
〇
〇
の
三
八

か
ら
一
一
〇
〇
の
四
〇
ま
で
、
一
一
〇
〇
の
四
二
、
一
一
〇
〇
の
四
五
か
ら
一
一
〇
〇
の
五
二
ま
で
、

一
一
〇
一
の
一
、
一
一
〇
二
、
一
一
〇
六
か
ら
一
一
〇
八
ま
で
、
一
一
〇
九
の
一
、
一
一
〇
九
の
二
、

一
一
一
〇
の
一
、
一
一
一
一
の
一
、
一
一
一
一
の
二
、
一
一
一
五
の
一
、
一
一
一
五
の
二
、
一
一
一

六
か
ら
一
一
二
〇
ま
で
、
一
一
二
二
の
一
、
一
一
二
二
の
三
、
一
一
二
三
の
一
、
一
一
二
九
、
字
釜

ケ
洞
一
一
三
〇
の
一
か
ら
一
一
三
〇
の
七
ま
で
、
一
一
三
〇
の
九
か
ら
一
一
三
〇
の
一
一
ま
で
、
一

一
三
〇
の
一
三
、
一
一
三
〇
の
一
四
、
一
一
三
〇
の
一
六
、
一
一
三
〇
の
一
八
か
ら
一
一
三
〇
の
二

四
ま
で
、
一
一
三
〇
の
二
六
か
ら
一
一
三
〇
の
三
四
ま
で
、
一
一
三
〇
の
三
九
、
一
一
三
〇
の
五
二

か
ら
一
一
三
〇
の
五
四
ま
で
、
一
一
三
〇
の
七
四
、
一
一
三
〇
の
七
五
、
一
一
三
一
か
ら
一
一
三
九

ま
で
、
一
一
五
四
の
一
、
一
一
六
〇
の
一
、
一
一
六
〇
の
二
、
字
大
ダ
ワ
一
一
四
〇
の
一
七
か
ら
一

一
四
〇
の
二
四
ま
で
、
一
一
四
〇
の
二
八
か
ら
一
一
四
〇
の
三
〇
ま
で
、
一
一
四
〇
の
三
二
か
ら
一

一
四
〇
の
三
五
ま
で
、
字
エ
ナ
ギ
一
一
四
一
の
一
か
ら
一
一
四
一
の
一
〇
ま
で
、
一
一
四
一
の
一
二

か
ら
一
一
四
一
の
一
六
ま
で
、
一
一
四
一
の
一
八
か
ら
一
一
四
一
の
二
七
ま
で

二

指
定
の
目
的

干
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
下
呂
農
林
事
務
所
及
び
下
呂
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
清
雲
会
英
伸
シ
ル
バ
ー
ア
カ
デ
ミ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

篠
田

清
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
大
福
町
七
丁
目
一
番

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
高
齢
者
に
対
し
て
住
み
慣
れ
た
地
域
社

会
で
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
地
域
の
医
療
・
福

祉
・
介
護
事
業
者
と
連
携
し
、
介
護
マ
ン
パ
ワ
ー
の
養
成
と
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
研
究
開
発
な
ら
び
に
直
接
サ
ー

ビ
ス
に
関
わ
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
サ
ン
シ
テ
ィ
マ
ー
ゴ

関
市
倉
知
五
一
六
番
地

二

意
見
の
概
要

関
市
長
の
意
見
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・
届
出
区
域
は
小
中
学
校
の
校
区
で
あ
り
、
区
域
周
辺
の
児
童
生
徒
の
通
行
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、

安
全
対
策
を
行
う
こ
と
。

・
周
辺
環
境
に
配
慮
し
、
必
要
な
騒
音
対
策
を
行
う
こ
と
。

(

届
出
事
項

変
更)

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

国
土
調
査
に
伴
う
基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

同

二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

山
県
市
及
び
揖
斐
郡
池
田
町

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

精
密
水
準
測
量
及
び
地
盤
沈
下
調
査
の
た
め
の
水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

同

二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

大
垣
市
、
羽
島
市
、
羽
島
郡
笠
松
町
、
養
老
郡
養
老
町
、
不
破
郡
垂
井
町
及
び
安
八
郡
安
八
町

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

電
子
基
準
点
現
地
調
査)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

同

二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市
、
中
津
川
市
、
美
濃
市
、
恵
那
市
、
土
岐
市
、
郡
上
市
、
下
呂
市
、

不
破
郡
関
ケ
原
町
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
並
び
に
加
茂
郡
八
百
津
町
及
び
白
川
町

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
加
茂
市
長
職
務
代
理
者
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。
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道
路
公
社
公
告

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
加
茂
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
か
ら

同

年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

可
児
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

日
比
野

孝

善

可
児
市
今
渡

二
六
四
番
地
四

岐
阜
県
道
路
公
社
公
告
第
二
号

岐
阜
県
道
路
公
社
を
地
方
道
路
公
社
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号)

第
三
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
に
解
散
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
道
路
公
社

理
事
長

渡

辺

敬

一
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平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


